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野村インデックスファンド・ 
JPX日経400 

愛称：Funds-i JPX日経400 
運用報告書(全体版)

 
第４期（決算日2017年９月６日） 

 
作成対象期間（2016年９月７日～2017年９月６日） 

受益者のみなさまへ 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 
 

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 
信 託 期 間 2014年３月７日以降、無期限とします。 

運 用 方 針 
JPX日経400マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。 

主な投資対象 

野村インデックス 
ファンド・JPX日経400 

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。 

マザーファンド 
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、上場投資信託証券に投資する
場合があります。 

主な投資制限 
野村インデックス 

ファンド・JPX日経400 
株式への実質投資割合には制限を設けません。 

マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 

分 配 方 針 
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心
として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○設定以来の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク

株   式 
組 入 比 率 

株   式 
先 物 比 率 

純 資 産
総 額(分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中
騰 落 率

JPX日経インデックス400
期 中
騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

2014年３月７日 10,000 － － 11,113.92 － － － 1

１期(2014年９月８日) 10,696 0 7.0 11,778.63 6.0 99.1 0.8 914

２期(2015年９月７日) 11,924 0 11.5 12,977.78 10.2 97.3 2.7 5,365

３期(2016年９月６日) 11,345 0 △ 4.9 12,160.56 △ 6.3 98.2 1.8 7,419

４期(2017年９月６日) 13,394 0 18.1 14,113.10 16.1 98.3 1.7 7,499
 
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 

 

① 「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」という。）

並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグルー

プ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の

知的財産権を有している。 

② 「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属している。

③ 「野村インデックスファンド・JPX日経400」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日

経」は、その運用及び「野村インデックスファンド・JPX日経400」の取引に関して、一切の責任を負わない。 

④ 「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断

に関して、責任を負わない。 

⑤ 「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変

える権利及び公表を停止する権利を有している。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 ベ ン チ マ ー ク 株   式 

組 入 比 率 
株   式
先 物 比 率 騰 落 率 JPX日経インデックス400 騰 落 率

(期  首) 円 ％ ％ ％ ％

2016年９月６日 11,345 － 12,160.56 － 98.2 1.8

９月末 11,143 △ 1.8 11,846.49 △ 2.6 98.0 2.0

10月末 11,743 3.5 12,487.46 2.7 98.0 1.9

11月末 12,392 9.2 13,182.36 8.4 98.6 1.3

12月末 12,810 12.9 13,614.80 12.0 99.3 0.7

2017年１月末 12,831 13.1 13,642.35 12.2 99.1 0.8

２月末 12,934 14.0 13,748.21 13.1 98.6 1.3

３月末 12,830 13.1 13,522.45 11.2 98.0 2.0

４月末 12,987 14.5 13,691.54 12.6 97.9 2.0

５月末 13,260 16.9 13,977.01 14.9 97.9 2.0

６月末 13,628 20.1 14,353.63 18.0 99.1 0.9

７月末 13,659 20.4 14,389.93 18.3 99.1 0.9

８月末 13,596 19.8 14,324.41 17.8 97.9 2.1

(期  末)   

2017年９月６日 13,394 18.1 14,113.10 16.1 98.3 1.7
 
＊騰落率は期首比です。 

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

◎運用経過 

○期中の基準価額等の推移 
 

  

  
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2016年９月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注）ベンチマークは、JPX日経インデックス400です。ベンチマークは、作成期首（2016年９月６日）の値が基準価額と同一となるように計

算しております。 

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

 

○基準価額の主な変動要因 

基準価額は、期首11,345円から期末13,394円に2,049円の値上がりとなりました。 

 

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基

準価額は上昇しました。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○投資環境 

株式市場は、期首から米国の利上げ観測や米国大統領選挙の行方を巡り、一進一退の展開と

なりました。2016年11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行によ

る業績改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。その後、

米国新政権への期待と不安により一進一退の展開となりました。 

 

2017年４月に入り、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクが高まったことや、外国為替市場

で円高が進んだことなどを背景に下落しましたが、４月中旬以降は、米国の税制改革案への期

待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がったことなどを背景に上昇しました。その後

も米国の経済指標が堅調だったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げが決定され

たことをきっかけに円高ドル安が一服したことなどから、株式市場は上昇しましたが、８月以

降は、北朝鮮の情勢が緊迫化したことを受けて下落しました。 

 

○当ファンドのポートフォリオ 

［野村インデックスファンド・JPX日経400］ 

主要投資対象である「JPX日経400マザーファンド」受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資

し、実質株式組入比率を高位に維持しました。 

 

［JPX日経400マザーファンド］ 

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。個別銘柄の時価構成比

がポートフォリオとJPX日経インデックス400でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄

間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○当ファンドのベンチマークとの差異 

今期の基準価額の騰落率は＋18.1％となり、

ベンチマークであるJPX日経インデックス400

の＋16.1％を2.0ポイント上回りました。主な差

異要因は以下の通りです。 

 

（プラス要因） 

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに

未収配当金が計上されたこと 

 

（マイナス要因） 

ファンドでは信託報酬などのコスト負担が

日々生じること 

 

 

 

 

 

◎分配金 

今期につきましては、基準価額水準等を勘案し収益分配を見送らせていただきました。 

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 

 

○分配原資の内訳 

 （単位：円、１万口当たり・税込み） 

項 目 
第４期 

2016年９月７日～ 
2017年９月６日 

当期分配金 － 

(対基準価額比率) －％

 当期の収益 － 

 当期の収益以外 － 

翌期繰越分配対象額 3,393 
 

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

◎今後の運用方針 

［野村インデックスファンド・JPX日経400］ 

主要投資対象である［JPX日経400マザーファンド］受益証券を高位に組入れ、引き続き、

JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します。 

 

［JPX日経400マザーファンド］ 

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、JPX日経インデックス400の動き

に連動する投資成果を目指して運用してまいります。 

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○１万口当たりの費用明細 (2016年９月７日～2017年９月６日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 55  0.432 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (26)  (0.200) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 
基準価額の算出等 

 （ 販 売 会 社 ） (26)  (0.200) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等 

 （ 受 託 会 社 ） ( 4)  (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 

（b） 売 買 委 託 手 数 料 2   0.014  (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 
   ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 

 （ 株  式 ） ( 0)  (0.000)  

 （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 2)  (0.014)  

（c） そ の 他 費 用 0   0.004  (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ そ の 他 ） ( 0)  (0.000) 信託事務の処理に要するその他の諸費用 

 合 計 57   0.450   

期中の平均基準価額は、12,817円です。  

 
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果

です。 

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

＊売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの

を含みます。 

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○売買及び取引の状況 (2016年９月７日～2017年９月６日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円
JPX日経400マザーファンド 2,072,339 2,717,300 3,019,168 3,995,985

 
＊単位未満は切り捨て。 

 

○株式売買比率 (2016年９月７日～2017年９月６日) 

 

項 目 
当 期 

JPX日経400マザーファンド 

(a) 期中の株式売買金額 11,058,081千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額 15,593,967千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.70  
 
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2016年９月７日～2017年９月６日) 

 

＜野村インデックスファンド・JPX日経400＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜JPX日経400マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％
株式 3,301 6 0.2 7,756 15 0.2

平均保有割合 48.3%   
 
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。 

 

 

＜JPX日経400マザーファンド＞ 

種       類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額 

 百万円 百万円 百万円
株式 26 56 97 

    

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 

利害関係人の発行する有価証券等 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

 

項 目 当 期 
売買委託手数料総額（A） 1,074千円
うち利害関係人への支払額（B） 0.47千円

（B）／（A） 0.0％  
 
＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村
證券株式会社です。 

 

○組入資産の明細 (2017年９月６日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円

JPX日経400マザーファンド 6,416,057 5,469,228 7,498,859
 
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。 
 
 

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。 
 

○投資信託財産の構成 (2017年９月６日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

JPX日経400マザーファンド 7,498,859 99.2

コール・ローン等、その他 60,999 0.8

投資信託財産総額 7,559,858 100.0
 
＊金額の単位未満は切り捨て。 

 

 

親投資信託残高 
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年９月６日現在) 

項 目 当 期 末 

  円

(A) 資産 7,559,858,147  

 コール・ローン等 47,528,350  

 JPX日経400マザーファンド(評価額) 7,498,859,566  

 未収入金 13,470,231  

(B) 負債 60,249,527  

 未払解約金 43,013,472  

 未払信託報酬 17,107,728  

 未払利息 76  

 その他未払費用 128,251  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,499,608,620  

 元本 5,599,407,596  

 次期繰越損益金 1,900,201,024  

(D) 受益権総口数 5,599,407,596口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 13,394円
 

（注）期首元本額は 6,539,767,079 円、期中追加設定元本額は

4,198,452,941円、期中一部解約元本額は5,138,812,424円、１口

当たり純資産額は1.3394円です。 
 

○損益の状況 (2016年９月７日～2017年９月６日) 

項 目 当 期 

  円

(A) 配当等収益 △       13,392  

 支払利息 △       13,392  

(B) 有価証券売買損益 721,467,419  

 売買益 1,260,784,430  

 売買損 △  539,317,011  

(C) 信託報酬等 △   33,320,911  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 688,133,116  

(E) 前期繰越損益金 △  168,246,422  

(F) 追加信託差損益金 1,380,314,330  

 (配当等相当額) (    370,678,906) 

 (売買損益相当額) (  1,009,635,424) 

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,900,201,024  

(H) 収益分配金 0  

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 1,900,201,024  

 追加信託差損益金 1,380,314,330  

 (配当等相当額) (    387,063,268) 

 (売買損益相当額) (    993,251,062) 

 分配準備積立金 519,886,694  
 
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい

ます。 

 

（注）分配金の計算過程（2016年９月７日～2017年９月６日）は以下の通りです。 

項 目 
当 期 

2016年９月７日～ 
2017年９月６日 

a. 配当等収益(経費控除後) 151,011,549円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 315,180,166円

c. 信託約款に定める収益調整金 1,380,314,330円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 53,694,979円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 1,900,201,024円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 3,393円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円
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野村インデックスファンド・JPX日経400

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 0円
 
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合 

分配金は全額普通分配金となります。 

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合 

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。 

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合 

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。 

 

○お知らせ 

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って

評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。 

＜変更適用日：2017年３月31日＞ 

 

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

 ＜変更適用日：2017年３月31日＞ 
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